
 

 

 

第１２７回臨時会 

 

南 部 町 議 会 会 議 録 
 

令和６年９月 26日  開会 

令和６年９月 26日  閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南 部 町 議 会 

  



 

 



 

第１２７回南部町議会 臨時会会議録目次 

 

第 １ 号（９月26日） 

 

○議事日程 ·········································································· １ 

○本日の会議に付した事件 ···························································· １ 

○出席議員 ·········································································· １ 

○欠席議員 ·········································································· １ 

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 ····················· ２ 

○職務のため出席した者の職氏名 ······················································ ２ 

○開会及び開議の宣告 ································································ ３ 

○議会運営委員会の報告 ······························································ ３ 

○会議録署名議員の指名 ······························································ ４ 

○会期の決定 ········································································ ４ 

○諸般の報告 ········································································ ４ 

○町長提出議案提案理由の説明 ························································ ５ 

○議案第90号から議案第92号までの上程、説明、質疑、討論、採決 ······················· ６ 

○議案第93号の上程、説明、質疑、討論、採決 ·········································· ８ 

○閉会の宣告 ········································································ ９ 

 

○署名議員 ········································································ １１ 

  



 

 



 

 

 

令和６年９月26日（木曜日） 

 

 

 

 

第１２７回南部町議会臨時会会議録 

（第１号） 

  



 



－1－ 

第127回南部町議会臨時会 

 

議事日程（第１号） 

令和６年９月26日（木）午前11時00分開議 

 

第 １ 会議録署名議員の指名 

第 ２ 会期の決定 

第 ３ 諸般の報告 

第 ４ 町長提出議案提案理由の説明 

第 ５ 議案第 90号 財産の取得の追認について（令和２年度⼩学校教師⽤教科書及び指導⽤ 

教材） 

第 ６ 議案第 91号 財産の取得の追認について（令和３年度中学校教師⽤教科書及び指導⽤ 

教材） 

第 ７ 議案第 92号 財産の取得の追認について（令和６年度⼩学校教師⽤教科書及び指導⽤ 

教材） 

第 ８ 議案第 93号 南部町乳幼児医療費給付条例の一部を改正する条例の制定について 

 

本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 

 

出席議員（12名） 

   １番  沼 畑 俊 吉 君      ２番  夏 堀 剛 充 君 

   ３番  小 橋 昭 裕 君      ４番  工 藤   愛 君 

   ５番  松 本 啓 吾 君      ８番  滝 田   勉 君 

   ９番  西 野 耕太郎 君      11番  八木田 憲 司 君 

   12番  中 舘 文 雄 君      13番  工 藤 正 孝 君 

   14番  根 市   勲 君      15番  馬 場 又 彦 君 

 

欠席議員（４名） 

   ６番  久 保 利 樹 君      ７番  坂 本 典 男 君 
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   10番  山 田 賢 司 君      16番  川守田   稔 君 

 

 

地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長  工 藤 祐 直 君  副 町 長  佐々木 俊 昭 君 

総 務 課 参 事  西 舘 昌 男 君  企画財政課長  菅 谷 信 也 君 

健康こども課長  夏 坂 和 徳 君  教 育 長  高 橋 力 也 君 

学 務 課 長  北 上 隆 広 君 

 

 

職務のため出席した者の職氏名 

事 務 局 長  岩 木 育 子    主     査   佐々木 慶 

主     査  小 泉 清 夏 
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◎開会及び開議の宣告 

 

○議長（工藤正孝君） これより第127回南部町議会臨時会を開会いたします。 

 本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

（午前11時00分） 

                                           

                                           

 

◎議会運営委員会の報告 

 

○議長（工藤正孝君） ここで議会運営委員会から、本臨時会の運営について議会運営委員会の

報告を求めます。議会運営委員会委員長、八木田憲司君。 

（議会運営委員会委員長 八木田憲司君 登壇） 

 

○議会運営委員会委員長（八木田憲司君） おはようございます。 

本日、議会運営委員会を開催し、第127回南部町議会臨時会の運営について協議しましたので、

決定事項をご報告いたします。 

本臨時会に付議されました事件は、町長提出の案件が、議案４件であります。 

本臨時会の会期につきましては、本日、１日としましたので、理事者並びに議員各位のご協力

をよろしくお願い申し上げまして、議会運営委員会の報告といたします。 

 

○議長（工藤正孝君） 議会運営委員会の報告が終わりました。 
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◎会議録署名議員の指名 

 

○議長（工藤正孝君） 日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、議長において、２番夏堀剛充君、３番小橋

昭裕君を指名します。 

 

                                           

 

◎会期の決定 

 

○議長（工藤正孝君） 日程第２「会期の決定」を議題とします。 

 お諮りします。本臨時会の会期は、議会運営委員会の報告のとおり、本日、９月26日、１日に

したいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（工藤正孝君） 異議なしと認めます。 

 会期は、本日、１日と決定しました。 

 

                                           

 

◎諸般の報告 

 

○議長（工藤正孝君） 日程第３「諸般の報告」をします。 

 諸般の報告につきましては、お手元に配布のとおりでありますので、朗読は省略します。 

本臨時会の上程は、町長提出の案件が、議案４件であります。 

日程により、それぞれ議題とします。 
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◎町長提出議案提案理由の説明 

 

○議長（工藤正孝君） 日程第４「町長提出議案提案理由の説明」を求めます。 

町長の登壇を求めます。町長。 

（町長 工藤祐直君 登壇） 

 

○町長（工藤祐直君） 本日招集の第127回南部町議会臨時会を開会するにあたり、議員各位に

おかれましては、何かとご多忙のところ、ご出席いただき、提出案件につきましてご審議を賜

りますことに、厚く御礼を申し上げます。 

本臨時会に提出いたしました案件でありますが、財産の取得の追認についての議案３件、条

例の一部改正の議案１件の、合わせて４件でございます。 

順にご説明申し上げ、審議の参考に供したいと存じます。 

まず始めに、議案第90号から議案第92号までの財産の取得の追認についての議案３件であり

ますが、いずれも、南部町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例、

第３条の規定により、予定価格700万円以上の動産については、議会の議決を経て取得すべきと

ころ、これを経ずに買入れを行っていたものであり、当該手続を遡って有効なものとするた

め、本臨時会において追認をお願いするものであります。 

今回の件は、行政運営上あってはならないことであり、事務の管理・執行の責任者として、

議員並びに町民の皆様に深くお詫びを申し上げます。 

先般、議会の議決に付さなければならない財産の取得に関する基準を改めて確認するよう、

全庁に指示を行ったところであり、また、契約に関する手続につきましては、二重・三重の   

チェックが働く仕組みを早急に構築し、全庁挙げて再発防止に取り組んでまいります。 

次に、議案第93号「南部町乳幼児医療費給付条例の一部を改正する条例の制定について」で

ありますが、児童手当法施行令の一部改正に伴い、本条例で引用している同令の規定を改める

必要が生じたため、所要の改正を行うものであります。 

以上が、本臨時会に提出いたしました議案の内容でありますが、議事の進行に伴い、また、

ご質問に応じまして、本職はじめ副町長、教育長、担当課長より詳細にご説明いたしますの

で、慎重審議のうえ、何卒、原案のとおり、ご議決を賜りますようお願い申し上げまして、提
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案理由の説明といたします。 

よろしくお願いいたします。 

 

○議長（工藤正孝君） 町長提出議案提案理由の説明が終わりました。 

                                           

                                           

 

◎議案第90号から議案第92号までの上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（工藤正孝君） お諮りします。日程第５、議案第90号「財産の取得の追認について（令

和２年度小学校教師用教科書及び指導用教材）」、日程第６、議案第91号「財産の取得の追認に

ついて（令和３年度中学校教師用教科書及び指導用教材）」、日程第７、議案第92号「財産の取

得の追認について（令和６年度小学校教師用教科書及び指導用教材）」の議案３件を会議規則第

37条の規定により一括議題にしたいと思います。 

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（工藤正孝君） 異議なしと認めます。 

議案第90号から議案第92号までの議案３件を一括議題とすることに決定いたしました。 

本案について、説明を求めます。学務課長 

 

〇学務課長（北上隆広君） それでは議案の説明をさせていただく前に、議案第90号から議案第

92号までの議案３件につきまして、財産の認識誤り及び事務執行の前例踏襲により、議会のご議

決をいただかないまま、契約を締結していたことに対しまして、議員の皆様へ深くお詫びを申し

上げます。 

今後このようなことを繰り返さぬよう、事務執行の再確認及びチェック体制を強化してまいり

ます。誠に申し訳ございませんでした。 

それでは、議案の説明をさせていただきます。 

説明資料の３ページをお開き願います。 

議案第90号財産の取得の追認について、本件は、令和２年度小学校教師用教科書及び指導用教



－7－ 

材についてでございます。 

１取得した財産、教師用教科書640冊、指導用教材710組。 

２契約の相手方、田子町大字田子大字田子25番地１、株式会社北村、代表取締役北村義貞。 

３売買代金、1,966万9,845円。 

４発注方法、地方自治法施行令第167条の２第１項第２号の規定によります随意契約でござい

ます。 

５契約年月日、令和２年４月２日。 

６納入年月日、令和２年４月10日。 

議案第90号は以上でございます。 

続きまして、説明資料の４ページをお開き願います。 

議案第91号財産の取得の追認について、本件は、令和３年度、中学校教師用教科書及び指導用

教材についてでございます。 

１取得した財産、教師用教科書220冊、指導用教材361組。 

２契約の相手方、田子町大字田子字田子25番地1、株式会社北村、代表取締役北村将彦。 

３売買代金、1,196万9,304円 

４発注方法、地方自治法施行令第167条の２第１項第２号の規定による随意契約でございます。 

５契約年月日、令和３年４月１日。 

６納入年月日、令和３年４月６日でございます。 

以上が議案第91号の説明でございます。 

続きまして、説明資料の５ページをお開き願います。 

議案第92号財産の取得の追認について、本件は、令和６年度、小学校教師用教科書及び指導用

教材についてでございます。 

１取得した財産、教師用教科書523冊。指導用教材657組。 

２契約の相手方、田子町大字田子大字田子25番地1、株式会社北村、代表取締役北村将彦。 

３売買代金、1,503万5,929円。 

４発注方法、地方自治法施行令第167条の２第１項第２号の規定による随意契約でございま 

す。 

５契約年月日、令和６年４月１日。 

６納入年月日、令和６年４月10日及び９月30日。 

以上が議案第92号でございます。 
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以上をもちまして議案第90号から議案第92号までの説明を終わらせていただきます。 

 

○議長（工藤正孝君） 説明が終わりました。 

 質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤正孝君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

○議長（工藤正孝君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第90号から議案第92号の議案３件を一括して採決します。本案は原案のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（工藤正孝君） 異議なしと認めます。 

議案第90号から議案第92号の議案３件は原案のとおり可決されました。 

 

                                          

 

◎議案第93号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（工藤正孝君） 日程第８、議案第93号「南部町乳幼児医療費給付条例の一部を改正する

条例の制定について」を議題とします。 

 本案について説明を求めます。健康こども課長。 

 

○健康こども課長（夏坂和徳君） 追加の議案説明資料３ページをお開き願います。 

議案第93号南部町乳幼児医療費給付条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上

げます。 

趣旨でございますが、児童手当法施行令の一部改正に伴い、本条例で引用している同令の規定
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を改める必要が生じたため、所要の改正を行うものです。 

改正内容ですが、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備

等及び経過措置に関する政令第４条により、児童手当法施行令の一部が改正されることに伴い、

当該児童手当法施行令に係る引用箇所の改正を行うものです。 

本改正は、児童手当制度の改正に伴い、文言修正を行うものであり、事業内容や運用方法等に

変更が生じるものではございません。 

施行日は令和６年10月１日。 

議案の説明は以上になります。 

 

○議長（工藤正孝君） 説明が終わりました。 

 質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤正孝君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

○議長（工藤正孝君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第93号を採決します。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（工藤正孝君） 異議なしと認めます。 

議案第93号は原案のとおり可決されました。 

                                           

                                          

                                           

◎閉会の宣告 

 

○議長（工藤正孝君） 以上で本臨時会に付議されました事件は全部終了しました。 

ここで、閉会に当たり町長から発言の申し出がございますので、これを許します。町長。 
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（町長 工藤祐直君 登壇） 

 

○町長（工藤祐直君） 第127回南部町議会臨時会の閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し

上げます。 

本日、提案いたしました議案につきましては、慎重審議のうえ、原案のとおりご議決を賜り、

衷心より御礼を申し上げます。 

今回の、議会の議決に付すべき財産の取得の件につきましては、提案理由の説明の際にも申し 

上げましたが、今後、このような認識誤りや前例踏襲による事務手続きのミスが発生することの

無いよう、全職員が認識を改めまして、法令等に基づき、適切に行政事務を執行するよう努めて

まいりますので、議員各位におかれましては、引き続きご指導・ご協力を賜りますようお願い申

し上げまして、本臨時会の閉会のあいさつとさせていただきます。 

ありがとうございました。 

 

○議長（工藤正孝君） これをもちまして第127回南部町議会臨時会を閉会します。 

（午前11時16分） 
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地方自治法第126条の規定により下記に署名する。 

 

 

南 部 町 議会 議 長    工 藤 正 孝 

 

 

 

署 名 議 員    夏 堀 剛 充 

 

 

 

署 名 議 員    小 橋 昭 裕 


